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議案第７号 

幸手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

幸手市国民健康保険税条例（昭和４０年条例第１７号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第３項ただし書中「２２万円」を「２４万円」に改める。 

第３条第１項中「１００分の７．４」を「１００分の７．６」に改める。 

第４条中「３万５，０００円」を「４万２，０００円」に改める。 

第５条中「１００分の２．５」を「１００分の２．６」に改める。 

第５条の２中「１万３，０００円」を「１万５，０００円」に改める。 

第６条中「１００分の２．１」を「１００分の２．３」に改める。 

第７条中「１万２，０００円」を「１万５，０００円」に改める。 

第２１条第１項中「２２万円」を「２４万円」に改め、同項第１号ア中「２万４，

５００円」を「２万９，４００円」に改め、同号イ中「９，１００円」を「１万５

００円」に改め、同号ウ中「８，４００円」を「１万５００円」に改め、同項第２

号ア中「１万７，５００円」を「２万１，０００円」に改め、同号イ中「６，５０

０円」を「７，５００円」に改め、同号ウ中「６，０００円」を「７，５００円」

に改め、同項第３号ア中「７，０００円」を「８，４００円」に改め、同号イ中「２，

６００円」を「３，０００円」に改め、同号ウ中「２，４００円」を「３，０００

円」に改め、同条第２項第１号ア中「５，２５０円」を「６，３００円」に改め、

同号イ中「８，７５０円」を「１万５００円」に改め、同号ウ中「１万４，０００

円」を「１万６，８００円」に改め、同号エ中「１万７，５００円」を「２万１，

０００円」に改め、同項第２号ア中「１，９５０円」を「２，２５０円」に改め、

同号イ中「３，２５０円」を「３，７５０円」に改め、同号ウ中「５，２００円」

を「６，０００円」に改め、同号エ中「６，５００円」を「７，５００円」に改め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 
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２ この条例による改正後の幸手市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 

  令和７年２月１９日提出 

幸手市長 木 村 純 夫 

提 案 理 由 

 国民健康保険税の課税額の限度額、税率等の改正を実施したいので、この案を提

出するものである。 

 

 


